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新型コロナウイルス感染症の拡大は、ＪＲ貨物グループ全体に大きな影響を及ぼし、また、感染

症拡大の収束見通しが全く見えないことで、かつてないほどの厳しい舵取りを余儀なくされていま

す。 

このような中においても、「感染症に感染してしまう」という恐怖と闘いながら、国からの指定公

共機関の責務として、日々、安全安定輸送に組合員は努めており、先の見えないこの難局を労使が

一体となって打破していかなければなりません。２０２２年３月期業績見通しは非常に厳しい結果

になることが想定されますが、我が組織は会社の経営を常に考え、ＪＲ貨物における政策課題解決

に向けＪＲ連合と共に取り組んでおり、これまでの経過を踏まえれば、私達の要求に応えられる体

力は十分にあると認識します。会社は、「ＪＲ貨物グループ長期ビジョン２０３０」を策定しました

が、構築するためには組合員の協力が不可欠であり、組合員の士気を上げるためにも労働条件改善

は必須であります。 

以上を踏まえ、会社の状況が大変厳しいことは理解しますが、この難局を労使が一体となって乗

り越えていくためにも、私達の主張を理解して頂き、満額回答を強く求めます。 

 

＜賃金引き上げ要求＞ 

１． ２０２２年４月１日以降の賃金については、昇給額表金額の他に、諸手当の改善等で４０００円以

上引き上げること。 

 

２． 給額表１,２の金額に１０００円の賃金改善（ベースアップ）を図り、基本給表の金額においても賃

金改善分を上乗せすること。 

 

３． 期末手当においては、年間４,５ヶ月以上（夏季２,１ヶ月以上・年末２,４ヶ月以上）支給すること。 

 

４． 前賃金制度で基本給が３０％ダウンした者には、更に３０００円以上の賃金改善を図ること。 

 

５． 契約者、臨時社員の賃金についても、社員に準じて引き上げること。 

 

６． シニア社員については、基本給を一律１万円上積みすること。 

 

７． パート社員については、時間給額１１００円に達していない場合は賃金改善を図ること。 

 

※諸要求について別途 



諸要求について 
 

１．Ｂ単価（超勤）を１３０/１００に引き上げられたい。 

２．Ｄ単価（夜勤）を３５/１００に引き上げられたい。 

３．都市手当の見直しを図られたい。 

４．家族手当、配偶者の支給金額を１００００円とし、家族手当を基準内賃金に盛り込まれたい。 

５．入社３５年時の慰労金と休暇支給を導入されたい。 

６．女性社員の職場環境整備を早期に図られたい。 

７．半休制度の使用事由を撤廃されたい。 
８．当務駅長手当を新設されたい。 
９．交代制勤務等手当の賃金改善を図られたい。 
１０．プロフェッショナル群の基本給表の基準額・最低額を引き上げられたい。 
１１．基本給表の基準額を廃止し、昇給額は昇給額表１の１本化とされたい。 
１２．エキスパート職群・プランナー職群との賃金格差が大きいため、プロフェッショナル職群に支給

される職務手当の賃金改善を図られたい。 
１３．職種手当支給額を増額されたい。 

１４．退職手当制度のポイント単価を 11,000/ポイントとされたい。 

１５．育児・介護を理由に退職した者の再雇用制度（シニアも含む）を導入されたい。 

１６．テレワーク制度、フレックス制度、時間単位年休制度の導入をされたい。  

１７．勤務時間インターバル制度の導入をされたい。 

１８．年間休日を１１５日とされたい。 
１９．祝日手当支給日のさらなる拡大を図られたい。 
２０．日当支給について、行程及び時間に関係なく、１日分の計算とされたい。 
２１．物価高騰のため、寒冷地手当の増額を図られたい。 
２２．入社１年目の社員に対し、年休付与日数を１６日以上とされたい。 
２３．通勤手当については、自己負担が生じないよう全額支給とされたい。   
２４．住宅補助制度をシニア社員も対象とされたい。 
２５．グループ会社社員の賃金改善をはかるため、業務委託料等の増額を図られたい。 
２６．各ロジ会社社員の正社員化の道筋を整備されたい。 
２７．新幹線通勤ルールを再検討し、改善を図られたい。 
２８．インフルエンザ予防接種は、家族全員を対象とし全額負担とされたい。 
２９．人間ドックは社員全員が受診できるようにし、オプション費用も補助されたい。 
３０．社宅（寮代用含）に空きがあれば、グループ会社社員が入居できるようにされたい。また、家賃も

本体と同額とされたい。 
３１．出向社員の労働条件改善を図られたい（特休の増等）。 
３２．業務中、眼鏡等の私物が破損した措置として、私有物損舞金制度を新設されたい。 
３３．「くるみん認定」「えるぼし認定」の取得を求めます。 
３４．保存休暇の使用事由の拡大 

・慰労休暇と連続して使用する場合、１回に限り２日以内使用できる制度を復活されたい。 
３５．評価者を評価できる制度を取り入れられたい。 
３６．評価制度の対象となる通信教育を受講する際は、補助金を支給されたい。 
３７．互助会における、休業手当金（育児）、育児短縮休暇手当金を増額されたい。 
３８．制服について、アンケートを実施し改良されたい。 
３９．コロナウイルス・インフルエンザ等の感染症により出勤停止を命じられた場合は、「障害」扱い

とされたい。 
４０．無事故報奨金は全社員対象とされたい。 
４１．やむを得ず一時帰休を実施する際の休業手当については、直近３ヶ月の平均賃金 100/100 を支払

うこととし、昇給や賞与の期間率は、欠勤期間として取り扱ないこととされたい。 



 

４２．コンプライアンスについて、外部から講師を招くなどして、会社全体で意識の向上を図られた

い。 

４３．医療・健康増進支援・育児支援・介護支援のみに使用できるカフェテリアポイント５０００Ｐに

ついて、使用制限を緩和されたい。 

４４．非現業など、会社から制服等を支給されていない社員については、ワイシャツ等の備品購入補助

をされたい。 

 

 

以 上 


